
ふるさと納税制度について
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総務省ホームページより



ふるさと納税制度の大学への活用事例ふるさと納税制度の大学への活用事例

１． 対象
任意の地方公共団体（都道府県・市区町村）（注）

（注） 地方公共団体が国立大学や研究開発法人を支援することは制度的に可能。
２． 優遇措置を受けるための手続き

• ふるさと納税（寄附）の翌年に、確定申告を行う（給与所得者等に確定申告を不要とする特例あり）
３． 優遇措置の内容

• 地方公共団体に対して寄附をすると、寄附額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限
まで、原則として所得税・個人住民税から全額控除される。

【税制措置のイメージ】

【ふるさと納税制度を活用した大学への寄附の事例】

適用
下限額

2,000円

所得税の控除額

（ふるさと納税額－2,000円）
×所得税率

住民税の控除額
（基本分）

（ふるさと納税額－2,000円）
×住民税率（10%）

住民税の控除額
（特例分）

控除外

ふるさと納税（寄附）額

控除額

• 国立大学法人香川大学（三木町）
• 大阪府立大学・大阪府立工業高等専門学校（大阪府）
• 大阪市立大学（大阪市）

［居住地の地方公共団体に納める所得税・個人住民税の一部を、寄附先の地方公共団体に付け替える仕組み］

［ふるさと納税制度］
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地方創生応援税制（「企業版ふるさと納税」 ）の大学・研究開発法人への適用について地方創生応援税制（「企業版ふるさと納税」 ）の大学・研究開発法人への適用について
１． 対象

地方公共団体が策定する地方版総合戦略に位置づけられた事業（注１）。
（注１） この事業には、国立大学や研究開発法人に関わるものを含めることが可能。

２． 手続き
① 地方公共団体が１．の事業について、地域再生計画に明記し、国（内閣府）の認定を受ける。
② ①で認定を受けた事業に対する企業の寄附に、税の優遇措置が受けられる。

３． 優遇措置の内容
• 損金算入措置に加え、法人住民税、法人事業税、法人税の税額控除が措置される。

法人住民税
＋法人税

法人
事業税

企業負担（約４割）
損金算入による軽減効果
（約３割）（注２）
国税＋地方税

寄附額
［税制措置のイメージ］

（注２）企業から地方公共団体への寄附は、全額が損金算入され、寄附額の約３割（法人実効税率）相当の税の軽減効果。

（２割） 税額控除
（１割）
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地域と大学との連携事例（福岡市）
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ＷＧ（第７回）（H29.2.6）
福岡市

石井課長 配付資料より



地域と大学との連携事例（福岡市）
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ＷＧ（第７回）（H29.2.6）
福岡市

石井課長 配付資料より



地域と大学との連携事例（三重大学）
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ＷＧ（第７回）（H29.2.6）
三重大学

西村副学長 配付資料より



地域と大学との連携事例（三重大学）
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ＷＧ（第７回）（H29.2.6）
三重大学

西村副学長 配付資料より



地域と大学との連携事例（三重県）
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ＷＧ（第７回）（H29.2.6）
三重県

安井課長 配付資料より



地域と大学との連携事例（高知大学・高知県）
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ＷＧ（第７回）（H29.2.6）
高知大学 受田副学長／高知県
澤田副部長 配付資料より



地域と大学との連携事例（高知大学・高知県）
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ＷＧ（第７回）（H29.2.6）
高知大学 受田副学長／高知県
澤田副部長 配付資料より



地域と大学との連携事例（高知大学・高知県）
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ＷＧ（第７回）（H29.2.6）
高知大学 受田副学長／高知県
澤田副部長 配付資料より



日本ファンドレイジング協会「寄附白書2013」

宗教, 33.0%

緊急災害支援, 

9.6%

国際協力, 9.6%教育研究, 
8.5%

国・都道府県・市町村, 
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自治体・町内
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共同募金会・日本赤
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政治献金, 3.8%

子ども・青少年育

成, 3.1%
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祉, 1.9%
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個人寄附総額 7,409億円
日本ファンドレイジング協会「寄附白書2015」

日本の個人寄附の内訳 ＷＧ（第３回）（H28.12.9）
（一財）ジャパンギビング
佐藤代表理事 配付資料より
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所得控除限度額
40％に引き上げ

税額控除導入

文部科学省作成資料
（H22年度は震災の影響によりデータがない）

（2007年度） （2008年度） （2009年度） （2011年度） （2012年度） （2013年度） （2014年度）

（2009） （2010） （2011） （2012） （2013） （2014）

193,355,000

※大学法人 +  短大法人 合計額

文部科学省所轄学校法人寄付金収入の推移 ＷＧ（第５回）（H29.1.13）
日本私立学校振興・共済事業団
河田理事長 配付資料より



学校法人
（私立大学等）

公立大学法人 国立大学法人
国立研究
開発法人

公益社団
・財団法人

所
得
税

所得控除
（寄附金額－２千円を所得控除。対象となる寄

附金額は所得の４０％が控除上限）

○ ○ ○ ○ ○

税額控除
（（寄附金額－２千円）×４０％を税額控除。所

得税の２５％が控除上限）
○

△
（※１）

△
（※１）

× ○

法
人
税

損金算入（特増寄附枠）
（所得×3.125%＋資本等×0.1875%）

○
（直接寄附をし
た場合）

○ ○

全額損金算入
○

（私学事業団を
通じた場合）

○ ○
△
（※２）

×

※１ 経済的理由により修学が困難な学生等に対する①授業料減免、②奨学金、③留学支援、④ＴＡ・ＲＡ等の修学支援事業に限定。
※２ 財務大臣の個別承認により、固定資産（土地・建物・装置等）の取得に限定。
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研究開発実施機関に向けた寄附金税制の現状



○日本の法人税の減税額イメージ

○米国の法人税の減税額イメージ

課税法人所得：10億円
寄附金額：1千万円
法人実効税率（注）：29.97% 

控除の種類 減税額
（寄附金額×実効税率）

寄附先

学校法人
（私立大学等）

公立大学法人 国立大学法人
国立研究
開発法人

損金算入 299.7万円 ○ ○ ○ ○

課税法人所得：1千万USD
寄附金額：10万USD
法人実効税率：40.75% 

の場合

の場合

控除の種類 減税額
（寄附金額×実効税率）

寄附先

私立大学 公立大学 国立大学 国立研究所

損金算入 40,750 USD ○ ○ ○ ○

（寄附金の所得控除の対象となる団体は、アメリカ合衆国内国歳入庁（ＩＲＳ）のホームページで公開）

特増寄附上限額： 所得×3.125% + 資本等×0.1875%

損金算入限度額： 所得×10%

（注） 法人実効税率は「法人実効税率の国際比較」
（財務省 2016年４月現在）による。

法人の寄附金に対する税制優遇の日米比較法人の寄附金に対する税制優遇の日米比較
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○日本の減税額イメージ（50歳、給与所得者、2015年分、詳細は次頁上段参照）

○米国の減税額イメージ （50歳、給与所得者、2015年分、詳細は次頁下段参照）

総所得：1,000万円
課税対象所得：592.7万円（夫婦世帯）
寄附金額：10万円

控除の種類
（選択可）

減税額

寄附先

学校法人
（私立大学等）

公立大学法人 国立大学法人
国立研究
開発法人

所得控除 19,600円 ○ ○ ○ ○

税額控除 39,200円 ○ △（※） △（※） ×

総所得：10万USD
課税対象所得：7.19万USD（夫婦世帯）
寄附金額：1千USD

の場合

の場合

控除の種類 減税額
寄附先

私立大学 公立大学 国立大学 国立研究所

所得控除 150 USD ○ ○ ○ ○

※ 経済的理由により修学が困難な学生等に対する①授業料減免、②奨学金、③留学支援、④ＴＡ・ＲＡ等の修学支援事業に限る。

（寄附金の所得控除の対象となる団体は、アメリカ合衆国内国歳入庁（ＩＲＳ）のホームページで公開）

個人の寄附金に対する税制優遇の日米比較個人の寄附金に対する税制優遇の日米比較
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○日本の例

○米国の例

課税対象所得（注１）

＝ 総所得 － 給与所得控除 － 社会保険料等控除 － 基礎控除 － 配偶者控除

課税対象所得（注３）

＝ 総所得 － 個人年金控除上限 － 標準控除相当額 － 人的控除 （－ 寄附金）

＝ 10,000,000円－ 2,200,000円－ 1,113,262円（注２） － 380,000円－ 380,000円
＝ 5,926,738円

所得控除の減税額： 19,600円 （＝（100,000円－2,000円）×0.20）
税額控除の減税額： 39,200円 （＝（100,000円－2,000円）×0.40）

＝ $100,000－ $6,500（注４） － $12,600（注５） － $4,000× 2人 （－$1,000）
＝ $72,900 （$71,900 （$1,000を寄附した場合））

（注１）日本の給与所得者の典型的な所得控除を計上（配偶者のみ扶養）。
（注２） 50歳の給与所得者で、標準報酬月額を65万円と仮定し、社会保険料自動計算ツールにより算出

所得控除の減税額： $150  （＝ $10,016 ‐ $9,866）

（注３）米国の所得控除は個人差が大きいため、基礎的な所得控除のみを計上（夫婦合算申告の場合）
（注４） 50歳以上の場合のIRA拠出金の所得控除上限
（注５）米国の所得控除は、標準控除（定額）と項目別控除が選択できるが、寄附金が所得控除の対象となるのは項目別控

除を選択した場合であり、かつ控除額の合計が標準控除額を超えた場合のみ有利となる。そのためここでは寄附金以
外の項目別控除額の合計金額を標準控除相当額とし、寄附金分を別途差し引いた。

米国連邦税： $10,016  (at $72,900)
$  9,866  (at $71,900) 

課税対象所得
に対する所得
税率（20%）

課税対象所得に対
する2015 Tax Table

より引用

（参考）
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個人の寄附金に対する税制優遇の日米比較個人の寄附金に対する税制優遇の日米比較



寄 附 金 税 制

研究開発税制 エンジェル税制＊

＊：ベンチャー企業に投資した個人投資家の所得税減税

法 人 個 人

日 ○：損金算入 ○：所得控除／税額控除 ○ ○：所得控除（年間投資額の100%を上限）

米 ○：損金算入 ○：所得控除 ○ ×

英 ○：損金算入 ○：所得控除 ○ ○：税額控除（年間投資額の30%を上限）

仏 ○：損金算入 ○：税額控除 ○ ○：所得控除（年間投資額の18%を上限）

独 ○：損金算入 ○：所得控除 × ×

加 ○：損金算入 ○：税額控除 ○ ○：税額控除（年間投資額の15%を上限）

韓 ○：損金算入 ○：所得控除 ○ ○：所得控除（年間投資額の100%を上限）

中 ○：損金算入 ○：所得控除 ○ ×

税制

国

『ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝを促進する「税制」に関する調査分析』（平成26年度文部科学省委託調査）等をもとに内閣府参事官（ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ創出環境担当）が作成

【解説】

日本の研究開発実施機関（大学、研究開発法人、ベンチャー等）向けの税制優遇措置
は、 制度面において主要国と比べ概ね遜色ない。
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研究開発に係る税制（寄附金税制、研究開発税制等）の優遇措置に関する国際比較



国名 個人寄付

日本 6,931億円

アメリカ 約25兆円（2,289億ドル）

英国 約1兆6200億円（93億ポンド）

韓国 6,900億円（6兆9000億ウォン）

※日本の法人寄付は7,168億円、米国法人寄付は1兆4500億円（※以上2012寄付白書）

寄付する理由：
「自分にあった寄
付の方法」ｘ
「ご縁の大切さ」
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日本の寄附と諸外国の寄附のギャップ ＷＧ（第５回）（H29.1.13）
日本ファンドレイジング協会
鵜尾代表理事 配付資料より



国名 助成財団数

日本 1,897 （助成財団センター把握分）

ヨーロッパ 114,000 （Europe Foundation Center調査)

米国 79,616  (independent Foundation数)

内、Family Foundation 38,671
★49％のFamily Foundationは1年間に5万ドル以下の助成額
★62％のFamily Foundationは百万ドル(1.2億円）以下の総資産

（単位 ：億円、百万ドル）日米の財団トップ１０比較
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助成財団の日米欧比較 ＷＧ（第５回）（H29.1.13）
日本ファンドレイジング協会
鵜尾代表理事 配付資料より



大学・公的研究機関の企業からの研究費受入額
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（注）研究開発型法人のデータは、平成23年度以降のみ。
（出所）大学等：文部科学省「大学等における産学連携等実施状況について」を基に作成。

研究開発型法人：内閣府「独立行政法人等の科学技術関係活動等に関する調査」を基に作成。



ふるさと納税制度のワンストップ特例制度について
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総務省ホームページより


